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青少年のインターネットの利用実態を基にした啓発教育政策の評

価と方向性に関する研究 
 

齋藤長行†1
 

 

 我が国では，2008年に「青少年インターネット環境整備法」が制定され，官民による共同規制に基づく啓発教育政
策が行われてきている．OECD(2012)においても，青少年のインターネット環境整備は共同規制による啓発教育を施行
することの必要性が言及されており，このような政策を効率的・効果的に施行するためには定量的な分析結果を基に

することの重要性が指摘されている． 

 このことから，総務省では OECDと連携して「青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシ
ー指標」が開発され 2012年度に約 2,500名の高校 1年生等を対象にリテラシー測定のための大規模な調査を行った．

また，内閣府では 2009年より継続的に青少年のインターネット利用実態調査を行っている． 

 これまで筆者は，上記に上げた調査データを分析し，青少年のインターネットの利用実態およびリテラシーの習熟
を明らかにしてきた（齋藤・新垣 2011，齋藤・吉田 2013）． 

 本研究では，これまでの分析で得られた結果を基にして，2008年以降行われてきた青少年インターネット環境整政
策を評価するとともに，今後の啓発教育の政策的方向性を示す． 
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 In Japan “Act on Development of an Environment that Provides Safer and Secure Internet Use for Young People” came 

into force in 2008, awareness education policies by the public and private sectors based on co-regulation have been implemented. 

In addition, OECD (2012) has points out that making internet environment for youth is important to implement awareness 

education policy based on co-regulation, and in order to implement efficiently and effectively such a policy, it is necessary to 

basis results of quantitative analysis. 

 From these facts, “Internet Literacy Assessment indicator for Students (ILAS)” was developed form by the joint project 

of the Ministry of Internal Affairs and Communications and the OECD, and it was implement to measure literacy to subject as 

students of freshman in high school about 2,500. In addition, internet use survey of youth have been conducted continuously 

since 2009 by Cabinet Office. 

 Heretofore, have revealed actual use of the internet and proficiency of literacy of the youth (Saito, Aragaki. 2011, Saito, 

Yoshida. 2013). This study, based on the results from the previous studies, will evaluate awareness education policies that have 

been implemented since 2008, and will suggest the policy direction. 

 

 

1. はじめに   

 現代社会において，モバイル通信環境は欠くことのでき

ないインフラ基盤であり，我々のビジネスや生活活動を下

支えしている．この通信網の恩恵は，成人のみならず青少

年においても同様であり，公共サービスの利用，エンター

テイメントコンテンツの視聴，情報収集，教育ツールとし

ての利用等多方面で活用されている．内閣府(2013)の調査

によれば，2012 年時点における中学生の携帯電話の保有率

は 51.6%，高校生では 98.1%を占めており[1]，青少年にと

ってモバイル通信機器は日常的なツールとなっていること

が計り知れる． 

 さらに今日の教育を取り巻く社会情勢において，モバイ

ル通信機器等の ICTを利用した教育の可能性が議論されて

いる．the Partnership for 21st Century Skills (2009)では，21

世紀に求められるスキルの一つとして“information, media 

and technology skills”をあげており，青少年の批判的思考や

協働コミュニケーション能力を醸成するためのツールとし

て ICT が果たす役割は大きいと言える． 

 しかし，モバイル通信機器の利用は“光”の側面だけで

はなく“影”の側面の孕んでいる．セキュリティの脆弱性

や知識不足によるプライバシー情報の流出，架空請求や高

額請求の問題，交流サイトやメールでのやり取りから生ず

るコミュニケーション上のトラブル，さらには交流サイト

等を介して遭遇する犯罪者等からの不適切なコンタクトの

問題等があげられる． 

 警察庁(2012)の調査によれば，いわゆる「出会い系サイ

ト」に関する被害の内，出会い系サイト経由で被害に遭っ

た青少年の数は 2008 年をピークに減少傾向にあるが（犯罪

検挙数：282，件被害児童全体の 20.6%），一般のコンテン

ツプロバイダーが運営している交流サイト経由での犯罪が

増加しており，犯罪被害の多くが一般交流サイトを介して

発生している（犯罪検挙数：1,085 件，79.4%）．このこと

は，交流サイトを運営する事業者の自主規制の強化が望ま

れるとともに，交流サイトを利用する青少年に対するリス

ク回避能力を身につけるための教育の機会を提供すること

が急務であると言える． 
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2. 法規制による官民の取組 

 この様な社会的・今日的問題に対し，青少年がインター

ネットを安全に安心して利用できる通信環境を整備するこ

とを目的として「青少年が安全に安心してインターネット

を利用できる環境の整備等に関する法律（以下：青少年イ

ンターネット環境整備法）」が 2009 年 4 月に施行された．

本法の主たる目的の一つに「青少年のインターネットを適

切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずる」ことが規

定されている（第 1 条）[2]．さらにその「青少年が安全に

安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する

施策の推進」は、「民間における自主的かつ主体的な取組が

大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重する」

と規定されており（第 3 条 3 項），本問題に対する取組は民

間による自主規制を主体とし，政府との連携のもとで青少

年のインターネットの利用環境を整備していくという共同

規制体制が基本的な政策方針であることが理解できる． 

 この様な自主・共同規制を基礎とした政策の施行は，我

が国だけの傾向ではなく，国際的な潮流となっている．英

国の情報通信庁(Office of Communications) では，一般的な

規制の在り方に関する報告書を公表しており，情報通信産

業分野における規制の方向性として自主・共同規制の有効

性をあげている．この報告書では，自主・共同規制のガイ

ドラインとして，共同規制とは自主規制と法的規制の両方

の要素をもつものであり，民間産業界と政府機関が集団的

に特定の問題の対処に取組む政策手法であることが示され

ている(Ofcom 2008)． 

 本問題のような情報通信に関わる政策を効果的に施行す

るためには，共同規制を講じることが有効であると言える．

それは，情報通信産業のような利用環境の変化が激しい分

野においては，法的規制は環境の変化に即時に対応できな

い一方，自主規制ではその強制力が弱まり利用環境の整備

につながらないおそれがあることから，民間と政府の両者

の協力体制を促す共同規制が効果的であると言えるからで

ある（谷口 2003, European Economic and Social Committee 

2005）． 

 

3. 共同規制を効率化させる指標 

 しかし，共同規制は規制する側の政府と規制される側の

民間との共同的な取組を講じる政策であり，両者の利害を

調整し，啓発教育政策が効率的に施行していく必要がある．

OECD はこの様な利害が対立する両者の共同を実現するた

めには，政策の透明性を高めることが必要不可欠であるこ

とを指摘している(OECD 2011)． 

 この透明性の向上のためには，啓発教育政策の必要性を

明らかにするための計量的なエビデンスを示すことが必要

不可欠となる．そのための方策として OECD (2012) の「青

少年保護勧告」では，青少年と保護者のインターネットの

利用状況やリテラシーの習熟を定期的に測定し，その分

析・評価結果をエビデンスとした啓発教育政策を立案・施

行することを国際社会に向け勧告している．この様な指標

を基にした政策を行うことにより以下の効果が期待される． 

 

3.1 関係者の役割分担の明確化 

 指標により明らかになった青少年と保護者のインターネ

ットの利用状況やリテラシーの習熟により，本問題におけ

る関係者の役割分担が明確になることが期待される．本問

題の関係者とは，政府および自治体からなる公的な機関，

通信機器，コンテンツおよび通信インフラを提供する民間

事業者，NPO や財団法人などの民間公益団体，学校関係者，

保護者等があげられる． 

 例えば，調査の結果フィルタリングの普及率の改善が必

要であると言う結果がもたらされた場合は，政府はフィル

タリングの普及に向けて民間事業者に対する働きかけ，保

護者や教育者に対する支援活動が必要になる．一方，民間

事業者は企業の社会的責任（以下：CSR）としての自社に

おける消費者教育の実施や，業界連携的な啓発活動の枠組

みの構築が必要となるであろう．教育者においては，フィ

ルタリングの利用を促すような児童・生徒指導の実施が必

要となる．さらに保護者においては，モバイル通信機器利

用に際して青少年との話し合いや，家庭での継続的な保

護・監督を行うことが必要になるであろう． 

 この様に，指標から得られた結果は，各関係者の各々の

役割を明確にし，その役割の遂行を支援する物差しとなる

と言える． 

 また，通信環境および通信機器の発展の速度は極めて速

いものであり，その様な利用環境の変化に適した啓発教育

を提供していく必要があると言える．しかし，小中高校に

おいて行われているフォーマル教育は，学習指導要領との

整合や各学校における年間の学習計画とのすり合わせに，

時間を要してしまうと言うデメリットがある． 

 この様な状況においても，指標を活用することにより，

通信環境変化により新たに青少年に身につけさせることが

望まれる知識については，通信事業者からの啓発教育に関

する情報の提供と，実践の役割を分担することを容易にす

る． 

 

3.2 啓発教育内容の最適化 

 指標を活用することにより，啓発教育の内容を最適化す

ることが可能となるであろう．これまで行われてきた啓発

教育では，啓発教育を提供する側の裁量に委ねられた教育

が提供されてきており，その提供されている学習内容が青

少年を取り巻くインターネットリスクに対応しているのか，

優先度の高い学習項目はどのようなものかについては十分
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な議論がなされてきたとは言えない． 

 OECD(2011)では青少年のインターネット利用から生ず

る可能性のあるリスクを分類化している．OECD のリスク

分類では， “Internet technology risks,” “Consumer related 

risks,” “Information privacy and security risks”の大分類の下

部層に中分類が 7 層，小分類が 21 層に分化されており，各

リスクに対処できる能力を身につけるための啓発教育を提

供することの重要性が指摘されている． 

 指標を活用することによって，我が国の青少年が身につ

けなければならない各リスク回避能力を可視化することに

より，学習内容を最適なものに編成することができる．さ

らに，この学習内容最適化は，個々の青少年の能力の習得

状況に応じて，カスタマイズすることを容易にすることが

できる． 

 また，本問題は青少年のインターネット社会に対する規

範意識とも深く関連する問題である．例えば，違法コンテ

ンツの送受信行為にみられるように，リスク回避に関する

知識を身に着けていても，必ずしもリスク回避的な行動と

とるとは限らない．この様な場合は，青少年のインターネ

ット社会に対する規範意識を育てる教育が必要となると言

える． 

 この様な課題に対しても，指標を活用することにより，

青少年の知識だけにとどまらずに，行動や心理的な側面も

可視化することが可能となる．それらの結果から導き出さ

れた結果を基に啓発教育の内容を決定することが容易にな

ると言える． 

 

3.3 啓発教育コストの削減 

 指標を活用することにより，関係者の役割分担を明確に

することは，副次的に啓発教育を施行するためにかかるコ

ストを削減することができるであろう． 

 このことについて実例をあげて考えてみよう。政府にお

いて青少年のインターネット利用に関する政策を管轄する

府省庁としては，共生社会における青少年保護の立場から

政策を講じる内閣府，情報リテラシーの育成という立場か

ら政策を講じる文部科学省，情報通信機器の適切利用と消

費者保護の立場から政策を講じる総務省，情報通信産業分

野における市場の適切な発展という立場から政策を講じる

経済産業省および消費者庁，サイバー犯罪およびインター

ネット経由での生じる犯罪の抑止の立場から政策を講じる

警察庁等，それぞれの政策の立場らか，啓発教育に関する

政策を施行している． 

 また，本問題に関係する民間企業は「青少年インターネ

ット環境整備法」第 3 条 3 項の規定により，「自主的取り組

み」として啓発教育に関与しなければならない．具体的に

は，通信インフラ事業者，携帯電話会社，通信ディバイス・

メーカー，コンテンツプロバイダー等インターネットを活

用して青少年にサービスを提供する多くの企業が本問題の

関係者に該当する．これらの関係企業からは，CSR 活動と

して各々の企業から啓発教育が行われてきている． 

 しかし，各府省庁および各企業から提供されている啓発

教育の共有や啓発教育内容の分担が十分に行われてきたと

は言えず，その教育内容が重複していた． 

 しかし，指標の活用は関係者間における情報の共有化を

促進させ，啓発教育の役割分担が明確になるであろう．こ

のことは啓発教育の内容の重複の解消を促し，結果的には

かかるコストを軽減させる効果をもたらすと考えられる． 

 

(1) 啓発教育政策の効果の可視化 

 指標を活用することにより，経年的な調査を施行するこ

とが可能となる．このことにより，啓発教育による青少年

のリテラシーおよび保護者のリテラシーの深度，青少年の

通信機器の利用状況の変容，情報機器利用およびリテラシ

ーの地域間格差の変容等を可視化することを可能とし，講

じてきた啓発教育の効果を分析・評価することが可能とな

る． 

 さらに，啓発教育の効果を分析・評価の情報は，更に啓

発教育政策を最適化させる指針となり，本問題における政

策を PDCAサイクルの基軸に乗せることができると言える． 

 

4. 我が国における青少年のインターネット利

用実態指標 

 本問題に対し，我が国では青少年のインターネットの利

用状況および彼らのリテラシーの習熟を可視化するための

指標として現在 2 つの大規模調査が行われている．本章で

はこれらの調査の概要について解説する． 

 

4.1 内閣府：青少年のインターネット利用環境実態調査 

 内閣府では 2009 年より経年的に青少年のインターネッ

トの利用実態および保護者の過程における指導・保護の状

況について大規模な調査を行っている．本調査は調査地域

として日本全国から標本を抽出しており，青少年 2,000 人，

保護者 2.000 人を対象者として実施されている[3]．調査方

法は調査員による個別面接聴取法であり，標本の抽出に関

しては層化二段無作為抽出法が採用されている（参照 

：内閣府 2009，内閣府 2010，内閣府 2012）． 

 青少年インターネット環境整備法附則抄第三条では「政

府は，この法律の施行後三年以内に，この法律の施行の状

況について検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとする」ことが規定されている．本調査は本法

の附則抄第三条を受けて，本法施行後の青少年のインター

ネット利用環境の改善状況を評価するための指標として実

施されているものであり，主に青少年のインターネットの

利用状況，フィルタリングの認知・普及の状況およびフィ

ルタリングの改善ニーズを調査し評価するための基礎デー
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タを提示することを目的として実施されているものである． 

 

4.2 総務省：青少年がインターネットを安全に安心して活

用するためのリテラシー指標 

 総務省は OECD と連携して，2012 年に「青少年がインタ

ーネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標

（ILAS）」を開発し，その指標を活用して我が国の青少年

のインターネット・リテラシーの測定を行っている．本指

標は，OECD の情報・コンピュータ・通信政策委員会

(Information, Communications and Consumer Policy: ICCP)が

取組んでいる情報通信が社会に与えている影響について評

価するために開発を目指している指標の一つであり，青少

年のインターネット・リテラシーに関する指標においては，

我が国が国際指標の開発に向けて先導的に取組んでいるも

のである． 

 本指標は OECD(2011)で提案されたリスク分類表を基に

して青少年がインターネットを安心安全に利用できるよう

になるためのスキルとして 15 歳までに身につけることが

望まれる能力をリスク定義表に 108 定めたものであり，こ

の各リスク定義から導き出された能力を測定するためのテ

ストを開発している（総務省情報通信政策研究所 2012a）． 

 2012 年に実施された我が国の青少年のインターネッ

ト・リテラシー測定のための大規模調査では，全国 23 校の

高校等から協力を得て，約 2,500 人の高校一年生等を被験

者として調査が行われている．本調査は，インターネット

のリスク回避能力の測定に関しては，ILAS テストにより測

定を行い，青少年の携帯電話の利用状況および青少年の心

情に関してはアンケートにより測定し，これらをクロス分

析することにより，リスク回避能力と利用状況および心情

との関係を分析評価することを試みている（総務省情報通

信政策研究所 2012b）． 

 また，本調査の結果は，2013 年に行われた OECD，ICCP，

情報セキュリティ・プライバシー作業部会に(Working Party 

on Information Security and Privacy)にて報告され，国際的な

指標の開発に向けて OECD 加盟国 34 カ国の協議への参加

のもと，継続的な審議が行われている(OECD2013)． 

 

5. 調査データの分析結果のレビュー 

 青少年のインターネット利用環境をさらに改善して行く

ためにも，これまで施行されてきた啓発教育政策を分析し，

その成果を評価することは重要であると言える．これまで

筆者は，今後の啓発教育政策に資するために，前章で説明

した内閣府の「青少年のインターネット利用環境実態調査」

および総務省の「青少年がインターネットを安全に安心し

て活用するためのリテラシー指標」で得られた調査データ

を基に我が国における青少年および保護者のインターネッ

トの利用状況と彼らのリテラシーおよび態度との関係につ

いて分析を行った． 

 齋藤・新垣(2010)では，青少年が学校などで受けた啓発

教育の経験と実際のフィルタリングの利用状況との相関に

ついて分析を行った．齋藤・新垣(2012)では，保護者の啓

発教育の経験と家庭での青少年のインターネット利用にお

ける保護・監督状況との相関を分析するともに，我が国で

施行されている啓発教育の地域間格差について分析を行っ

た．また齋藤・吉田(2013)では，今日的な問題として新た

に取組まなければならない，スマートフォンの安全利用の

ための啓発教育の課題を明らかにするために，スマートフ

ォンの利用実態ならびに青少年のスマートフォン利用にお

ける認識について分析を行った． 

 これより，各分析の結果を基に青少年のインターネット

の利用実態と彼らのリスク回避能力との関係について考察

する． 

 

5.1 青少年のインターネットの安全に対する意識と教育

との相関に関する分析 

 齋藤・新垣(2011)では，青少年のフィルタリングに対す

る知識が実際のフィルタリング利用に関係しているかにつ

いて明らかにするために，内閣府(2009)の調査データを基

に小学生 4～6 年生・中学生・高校生のフィルタリングの使

用状況と，フィルタリングに関する知識の状況について相

関分析を行った[4]．その結果，小学生においてはピアソン

の R=0.23 となり，わずかな正の相関がみられた．しかし，

中学生においては R=0.14，高校生においては R=0.06 とな

り，ほとんど相関がみられなかった． 

さらに，青少年のフィルタリングに対する知識の状況と

安心に関する教育を受けた機会の回数について，相関係数

を計算したところ，R=0.24 となり，わずかな相関がみられ

た．このことから，安全に関する教育を受けた回数の多い

小学生ほど，フィルタリングに関する知識が深まっている

と言える．また，中学生においても，R=0.20 となり，わず

かな相関がみられた．しかし，高校生においては，ピアソ

ンの R=0.17 となり，ほとんど相関が無いと言う結果であっ

た． 

 この様に，小学 4 年～6 年生においてはフィルタリング

に対する知識が高いほど実際の使用状況がわずかに高くな

っているが中学生・高校生と学年が上がるにつれて相関係

数が低くなっており，フィルタリングに対する知識と実際

の使用状況は明確な関係性があるとは言えない結果となっ

ている．さらに，啓発教育を受けたことが彼らのナレッジ

を高めているかについてみてみると，小・中学生において

は相関がみられるものの，高校生においては殆ど相関が無

いと言う結果となった．これは，中学生においては，知識

は知識として修得しているものの，その知識が行動規範と

なり，フィルタリングの利用により，自ら有害サイトの閲

覧を制限するという行動には至っていないことを意味する
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と言えよう．さらに，高校生においては啓発教育の効果自

体が減じてしまっていると言える． 

 この分析結果を踏まえると，これまでのインターネット

の啓発教育の方策を，青少年の規範意識育成として機能す

るものに変換して行く必要があるであろう．内閣府(2010b)

においても，青少年の規範意識を育てるために「心理学的

視点も踏まえた教育の実践が必要」であることが指摘され

ている。これらのことから，青少年の規範意識を育てるた

めの教育を実践し，青少年の安全利用への意識を向上させ

る必要があると言える． 

 

5.2 保護者のインターネットの安全に対する意識と教育

との相関に関する分析 

齋藤・新垣(2012)では，青少年のフィルタリング使用状

況と保護者のフィルタリングに関する知識との相関につい

て分析を行った[5]．相関係数は R=0.20 となり，わずかな

正の相関がみられた．このことは，フィルタリングに対す

る知識を持つ保護者ほど，青少年に対しフィルタリングを

利用させていることを意味する． 

 保護者のフィルタリングに対する知識の状況と啓発教育

を受けた機会の回数との相関では，R=0.21 となり，わずか

な相関がみられた．このことは，啓発教育を受けた回数の

多い保護者ほどフィルタリングに関する知識が習熟してい

ることを意味する． 

 保護者の啓発教育を受けた機会の回数と携帯電話やパソ

コンの使用に関して注意している事の数との相関では，

R=0.36となり中程度の正の相関がみられた．このことは，

啓発教育を受けた回数の多い保護者ほど，携帯電話やパソ

コンの使用に関して注意する意識が高いことを意味する． 

 保護者の安全に関する教育を受けた回数と家庭でのルー

ルの数との相関では，R＝0.29 となり中程度の正の相関が

みられた．このことは，啓発教育を受けた回数の多い保護

者ほど家庭でのルールを決めていることを意味する． 

保護者が携帯電話やパソコンの使用に関して注意して

いる事の数と家庭でのルールの数との相関では，R=0.44

となり中程度の正の相関がみられた．このことは，携帯電

話やパソコンの使用に関して注意している事の数が多いほ

ど、家庭でのルールの数が多いことを意味する． 

 これらの結果から，保護者においては，啓発教育を受け

た経験が家庭での青少年のインターネットの安全安心利用

のための実際的な行動につながっていると言える．このこ

とから，保護者に対する啓発教育を提供するための組織的

な取組みが行える基盤を構築していくことが政策的な課題

であると言える． 

 

5.3 各種青少年保護サービスの利用状況 

 齋藤・吉田(2013)では，各事業者から提供されているス

マートフォンで利用可能な各種青少年保護サービスの利用

状況について分析を行った[6]．分析の結果，セキュリテ

ィ・アプリの利用率は 42.79%と４割強の青少年がセキュリ

ティ・アプリを利用していた． 次にプライバシー設定機能

においても，41.39%と４割強の青少年がプライバシー設定

機能を利用していた． 

 しかし、端末のペアレンタル・コントロール機能の利用

率は 11.76%であった．次に，フィルタリングアプリにおい

ては 31.16%であった．望まれることは，子どものスマート

フォンを活用するためのリテラシーの深度に合わせて，段

階的にフィルタリングの強度を変更していくことであると

言える． 

 

5.4 各種青少年保護サービス相互の相関関係 

 さらに，齋藤・吉田(2013)では，各青少年保護サービス

の相関関係を評価するために，フィルタリングの利用，プ

ライバシー設定機能の利用，セキュリティ・アプリの利用

及びペアレンタル・コントロール機能の利用における相関

係数を算出した． 

 分析の結果，フィルタリングの利用とプライバシー設定

機能の利用との間の相関係数は R=0.47 となり，中程度の相

関の関係があるという結果を得た．フィルタリングの利用

とセキュリティ・アプリ機能の利用との間の相関係数は

R=0.40 となり，この関係においても中程度の相関があると

いう結果を得た．フィルタリングの利用とペアレンタル・

コントロール機能の利用との間の相関係数は R=0.45 とな

り，この関係においても中程度の相関があるという結果を

得た．プライバシー設定機能の利用とセキュリティ・アプ

リ機能の利用との間の相関係数は R=0.89 と非常に強い相

関関係があるという結果を得た．また，プライバシー設定

機能の利用とペアレンタル・コントロール機能の利用との

間の相関係数は R=0.44 となり，中程度の相関関係があると

いう結果を得た．さらに，セキュリティ・アプリ機能の利

用とペアレンタル・コントロール機能の利用との間の相関

係数は R=0.43 となり，中程度の相関関係であるという結果

を得た． 

 これは，青少年保護サービスを利用している青少年にプ

ライミング効果が働いていることが考えられる．プライミ

ング効果は一度受けた刺激が呼び水となり，後に受ける刺

激に影響を与えることにより行為が促進されるという心理

的影響のことである(Tulving, Schacter, & Stark, 1982)． 

 この様に，安心安全に関するサービスを利用している青

少年は，単独のサービスにとどまらずに，他のサービスも

併用して安全対策を講じる傾向にあるということが分かっ

た．このことから，青少年のインターネットの安全利用の

ために，先ず一つの保護サービスを利用することを促し，

その利用を手掛かりに，他の青少年保護サービスも提案し

ていくことが有効であると言えよう． 
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5.5 アプリの情報漏洩の危険性への認識とプライバシー

確認行為との相関 

 さらに，齋藤・吉田(2013)では，アプリの情報漏洩の危

険性への認識とプライバシーポリシーの確認行為との相関

を分析した．分析の結果，相関係数は R=0.88 と非常に強い

相関であった． 

 このことは，プライバシーポリシーをよく読む青少年ほ

ど，アプリの情報漏洩の危険性への認識が高いことを意味

する．この結果を逆説的に考えれば，啓発教育の際にプラ

イバシーポリシーを読むことを促すことにより，情報漏洩

への注意喚起にも正の影響を与えることが可能であると言

える. 

 

5.6 無線 LANと携帯電話回線に対する利用状況と認識 

 さらに，齋藤・吉田(2013)では，無線ＬＡＮと携帯電話

回線に対する利用状況と認識について調査した．調査の結

果，無線ＬＡＮと携帯電話回線の利用に大きな開きが無い

という結果となった． 

 しかし，「無線ＬＡＮと携帯電話回線の違いが分からな

い」と回答した青少年が 30%を超えていた．無線ＬＡＮ利

用時には携帯キャリア側の保護対策を受けることができな

いということから，青少年がその問題を認識する必要があ

り，利用通信回線に関するリテラシーを高めるための取組

が必要となる．  

 

6. 分析レビューを基にした我が国啓発教育政

策に対する評価 

 本章では，今後の政策の方向を示すために，前章で取り

上げた分析結果をエビデンスとした啓発教育に関する政策

提言を行う．OECD(2012)は，全ての関係者がインターネッ

ト上の青少年保護に取組むことが勧告されている．青少年

インターネット環境整備法をよりどころにして，ここにお

ける関係者としてあげられる者は，政府機関・地方自治体

[7]，民間企業等[8]，保護者および教育者[9]があげられる．

このことから，ここでは指標の分析結果を受けて，各関係

者が取組むべき取組の方向性を表 1 にまとめた．次に，表

1 をもとに各関係者に対する取組について議論して行くこ

ととする． 

 

表 1:啓発教育政策における各関係者に求められる取組の方向性 

No. 政策課題 対象 

関係者の相互協力 

政府機関・ 

地方自治体 

民間企業・ 

民間団体 
保護者 教育者 

1 

インターネット・リテラシーの育

成と規範意識の醸成の 2 つのタイ

プの啓発教育の施行 

青少年 

・インターネッ

ト・リテラシーの

育成と規範意識の

醸成の 2 つの啓発

教育を効果的に組

み合わせて啓発教

育の機会を提供す

る。 

 

・特に高学年の青

少年には規範意識

を育てるための教

育としてディスカ

ッションベースの

啓発教育の提供を

奨励する。 

 

・青少年および保

護者のベストプラ

クティスの表彰。 

・リスク回避の

ための知識の提

供と規範意識を

育てる 2 つの啓

発教育を青少年

の成熟に合わせ

てその比重を組

み合わせて提供

する。 

 

・年齢が増すに

つれてディスカ

ッションベース

の内省型啓発教

育を提供する。 

・家庭での対話

の機会を増や

し子どもの責

任意識を育て

る。 

 

・青少年の年齢

に合わせて 2

つの啓発教育

を効果的に組

み合わせて家

庭教育を行う。 

・生徒との話し

合いにより生

徒の内省を促

進させ彼らの

規範意識を醸

成する。 

 

・青少年の年齢

に合わせて 2つ

の啓発教育を

効果的に組み

合わせて生徒

指導を行う。 

2 
保護者支援のための保護者に対す

る啓発教育の提供の必要性 
保護者 

・保護者に対する

啓発教育の実施と

・保護者に対す

る啓発教育およ

・自ら指導力を

改善するため

・保護者に対す

る啓発教育お
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奨励。 び情報提供の実

施。 

に研修会など

へ参加する。 

よび情報提供

の実施。 

3 
各種青少年保護サービスの利用の

促進 
青少年 

・各種青少年保護

サービスの利用の

奨励・促進。 

・各種青少年保

護サービスの利

用の促進。 

 

・各種青少年保

護サービスに関

する情報提供を

拡充する。 

・青少年保護サ

ービスの利用。 

 

・特に，ペアレ

ンタル・コント

ロール機能利

用を検討する。 

・青少年と保護

者に対し各種

青少年保護サ

ービスの利用

の提案する。 

4 
Wifi ネットワーク用フィルタリン

グの利用の促進 

青少年・ 

保護者 

・Wifi ネットワー

ク用フィルタリン

グの利用促進。 

 ・Wifi ネットワ

ーク用フィルタ

リングの利用促

進。 

・Wifi ネット

ワーク用フィ

ルタリングの

利用。 

・Wifi ネットワ

ーク用フィル

タリングの利

用の提案。 

 

 

 

6.1 インターネット・リテラシーの育成と規範意識の醸成

の 2 つのタイプの啓発教育の施行 

 前章 5.1 の分析結果から，インターネットの適切利用に

関するリテラシーの育成のみならず，青少年がインターネ

ット社会の一員としてネットワークに参加する態度を身に

つけることが重要となる．そして，そのような規範意識を

育てる教育は年齢が増すにつれて，重要性も高くなるとい

う結果となった． 

 この課題に対する各関係者の対応として，政府機関およ

び地方自治体は啓発教育の実施において，2 つのタイプの

啓発教育を効果的に組み合わせて啓発教育の機会を提供す

ることが求められる． 

 具体的には，リテラシーの育成を目的とした集合授業型

の教育と，規範意識の醸成を目的としたワークショップ型

の教育を，受講者である青少年の年齢・属性・利用状況に

合わせて実施することが効果的だと考えられる（齋藤・新

垣 2010）．特に高学年の青少年には規範意識を育てるため

の教育としてディスカッションベースの啓発教育を提供す

ることが必要であると考えられる．また，青少年および保

護者のベストプラクティスを表彰する機会の創出も有効で

あると考えられる． 

 民間団体においては，政府機関・地方自治体と同様に，2

つのタイプの啓発教育を実践していくことが必要であると

言えよう．特にワークショップ型の教育は，教育者のファ

シリテーション能力が重要となることから，この様な人材

の育成が課題となるであろう． 

 また，集合授業型の教育は一度に多数の受講者を対象に

授業を行うことができるが，ワークショップ型の教育では，

少人数集団での教育実践となることから，教育を伝播させ

ることが課題となる．このことからも，ワークショップ型

の教育を実践することができる，各地域で活動するファシ

リテーターの育成が課題となってくるであろう． 

 保護者においては，家庭での対話の機会を増やし，子ど

ものネット社会の一員としての責任感を育てることが必要

であろうし，教員においても生徒との話し合いにより，生

徒の内省を促進させ，彼らの規範意識を醸成するような指

導を実践することが重要になると言える． 

 

6.2 保護者支援のための保護者に対する啓発教育の提供 

 前章 5.2 の分析結果から，保護者対する啓発教育の効果

は非常に高いものであった．しかし，保護者に対して啓発

教育が十分に提供されているとは言えない．なぜなら，青

少年においては，学校でのフォーマル教育と社会教育とし

てのインフォーマル教育で学ぶ機会があるが，保護者にお

いては，イベント，セミナーやＰＴＡの会合等で提供され

るノンフォーマルな教育が主な学習の機会となっているか

らである（齋藤・新垣 2012）． 

 この様な，保護者の教育の機会の問題の解決のために，

政府機関・地方自治体は，保護者向けの社会教育の機会を

確保し，継続的に，広域に提供して行くことが必要である． 

 民間団体においては，政府機関と協働して，社会教育の

実質的な提供と，最新の通信ディバイスやネットワーク環

境に関する情報を保護者に提供し，保護者の家庭教育を支

援して行くことが必要である． 

 教育者においては，ＰＴＡとの会合の機会に保護者に向

けた教育を提供するとともに，保護者と協働して青少年を

保護・指導して行く体制を築いて行くことが重要であると

言える．そして，当事者である保護者は，家庭での指導力

を高めるために自ら研修会などに参加し，自分のリテラシ

ーの改善に努めることが望まれる． 

 

6.3 各種青少年保護サービスの利用の促進 

 前章 5.3 の各種青少年保護サービスの利用状況の調査結
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果では，全ての保護サービスの利用率が 50%を下回ってい

た．特にペアレンタル・コントロール機能においては

11.76%であった．しかし，ペアレンタル・コントロール機

能を利用するということは，スマートフォンを青少年に買

い与えるだけでなく，保護者も青少年のスマートフォン利

用の当事者となり，青少年の適切利用に関与することであ

ると言え，保護者に対する教育を進めていく必要がある． 

 一方で，前章 5.4 の青少年保護サービスを利用している

青少年のサービスの利用状況の相関分析では，一つの保護

サービスを利用している青少年は，他の保護サービスも利

用している傾向にあった．このことから，積極的な青少年

保護サービスの利用促進を図ることは効果的であると言え

る． 

 この課題の対応として，政府機関・地方自治体および民

間団体は，相互に協働して各種青少年保護サービス利用の

促進に努めることが求められる． 

 また，教育者は，青少年と保護者に向けてサービスの利

用の働きかけが必要になるであろう．そして，保護者にお

いては，当事者として，青少年と話し合い，保護サービス

の利用に務めることが重要となる． 

 

6.4 Wifi ネットワーク用フィルタリングの利用の促進 

 前章 5.6 の調査結果から，スマートフォン利用者の約 3

割が Wifi と 3G ネットワークの違いについて認識をせずに

インターネットを利用していることが明らかとなった． 

 この課題への対応として，政府機関・地方自治体は民間

団体と協働して，3G ネットワーク用のフィルタリングのみ

ならずに，Wifi ネットワーク用のフィルタリングの認知を

広め，利用の促進に努めることが重要と言える． 

 教育者は青少年と保護者に対し，Wifi ネットワーク用の

フィルタリングの利用の提案を行うことが求められる．さ

らに，保護者は青少年を保護・指導する当事者として，青

少年と話し合い，本サービスの利用に務めることが必要で

あると言える． 

 

 

7. まとめ 

 本稿では，我が国で施行・運用されている代表的な 2 つ

の青少年のインターネット利用に関する指標から得られた

分析結果を基に，啓発教育政策に対する政策的課題を明ら

かにするとともに，今後の政策方向性について議論を展開

した．特に本問題は，民間の自主規制を政府機関が支援す

るという共同規制体制により，インターネットの環境整備

が取組まれていることから，本稿では各関係者に求められ

る課題について言及し，彼らが果たすべき政策的責務と取

組の方向性について議論を展開した． 

 本稿での議論から，啓発教育を効率的に提供するために

は，対象となる青少年の年齢や啓発教育の受講経験を考慮

した上で，彼らに必要とされる啓発教育を提供することが

必要であることが示唆された．具体的には，リスク回避に

関する知識を伝達することが必要な青少年か，それとも知

識は既に持っているが，ネット社会の一員としての自覚と

責任感を醸成させるための教育が必要なのかについて，こ

の様な 2 つの教育を効果的に組み合わせて啓発教育を提供

する政策が必要であると言える． 

 また，通信環境の変化は急速であり，この様な環境から

新たに派生する諸問題に対しても，啓発教育政策は対応し

て行かなければならない．Wifi 回線向けのフィルタリング

の例にも見られるように，社会的な認識が不十分な課題に

対しては，教育としての情報の伝達に加えて，広報的な要

素も含めた啓発活動が重要になってくると考えられる[10]． 

 さらに，保護者はフォーマル教育よって，インターネッ

トのリスク回避の知識を学んできた世代でないことと，最

新の通信環境についての知識を持ち合わせていない保護者

も多く存在することが予測されることから，保護者を対象

とした啓発教育を提供して行くことが重要であることが指

摘される． 

 本稿でも議論したように，分析結果では青少年よりも保

護者の方が，啓発教育の経験とインターネットの安全利用

のための行動が結びついていると言う結果が得られている．

このことから，効果的に青少年のインターネットの環境整

備を推進するためには，青少年のみならす保護者に対する

啓発教育を拡充する必要性は高いと言える． 

 青少年保護サービスの利用状況から導き出されることは，

本問題に対する保護者の当事者意識を刺激すること，保護

者が自信を持って青少年のインターネット利用を適切に保

護・監督できるための能力を身につける機会を提供するこ

とが重要であると言える． 

 以上，本稿では各関係者が果たすべき政策的責務を明ら

かにするとともに，その取組の方策に対する提言を行った．

この提言は，OECD(2012)の勧告に従い，エビデンスベース

で計量的データをもとにしている．我々が取組むべき次の

ステップとしては，指標を基にして提言された各関係者の

課題への取組を実践して行くことである．そのための基礎

的な根拠として本稿が社会に貢献し，我が国青少年のイン

ターネット利用環境が整備されることを願ってやまない． 

 さらに，国際的な観点から述べると，青少年のインター

ネット利用実態について調査している国は英国をはじめと

して多数存在しているが青少年のリスク回避能力を測定す

るための指標を開発し，その指標を基に青少年のインター

ネット利用環境の整備に取組んでいる国は我が国のみであ

る．このことからも，エビデンスから得られた結果を基に，

啓発教育政策の見直しと最適化を図り，更なる利用環境整

備に向けた啓発教育を実践することが重要である．そして，

この様な PDCAサイクルの実践の過程を国際社会に報告し，
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情報を提供して行くことは，本問題で先導的な取組を行っ

ている我が国に課された責務であると考える． 
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1) 本アンケートでは PHS・スマートフォンを含めて携帯電話とし

て質問されている． 

2) 本法のもう一つの目的として「青少年有害情報フィルタリング

ソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がイン

ターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだ

け少なくするための措置等を講ずる」ことが規定されている．本

稿では青少年がインターネットを安心安全に利用するための啓発

教育に主眼を置いていることから，ここで上げている技術的な閲

覧制限に関する政策については言及しないこととする． 

3) 本調査は，2009 年～2011 年の調査では被験者数が青少年 2，000

人，保護者 2,000 人としていたが，2012 年の調査から青少年 3,000

人，保護者 3,000 人と被験者数が増加している．本研究では，2009

年～2011年の調査データを分析した結果の評価を行っていること

から，本文中の調査対象者数を青少年 2，000 人，保護者 2,000 人

と明記している． 

4) 本調査の調査概要は以下である．調査主体：内閣府政策統括官

（共生社会政策担当）付青少年環境整備担当，調査地域：日本全

国，調査方法：調査員による個別面接聴取法，調査期間：2009 年

10 月 22 日～11月 8 日，調査対象者：2009 年 11 月 30 日現在で満

10 歳～満 17 歳までの青少年：2,000 人，有効回収数（率）：1,369

人(68.5％) 

5) 本調査の調査概要は以下である．調査主体：内閣府政策統括官

（共生社会政策担当）付青少年環境整備担当，調査地域：日本全

国，調査方法：調査員による個別面接聴取法，調査期間：2010 年

9 月 1 日～9 月 20 日，調査対象者：2010 年 11 月 30 日現在で、満

10 歳から満 17 歳までの青少年の保護者：2,000 人，調査方法：調

査員による個別面接聴取法，標本抽出方法：層化二段階無作為抽

出法，有効回収数（率）：1,400 人(70.0％) 

6) 本調査の調査概要は以下である．調査主体：総務省情報

通信政策研究所，調査地域：日本全国：23 高校（北海道地区：

1 校，東北地区：２校，関東地区：５校，北陸地区：２校，信越

地区：２校，東海地区：３校，近畿地区：3 校，中国地区：１校，

四国地区：１校，九州・沖縄地区：3 校），調査方法：コンピュー

タアンケートシステム（事前アンケート）と紙筆式アンケート（事

後アンケート）の併用，調査期間：2012 年 6 月～2012 年 7 月，調

査対象者：全国協力高校等に在籍する高校 1 年生等：2,464 人，有

効回収数（率）：事前アンケート回収数：2,421 人(98.2％)，事後ア

ンケート回収数：2,247 人(91.2％) 

7) 青少年インターネット環境整備法第 3 条「基本理念」では，「民

間における自主的かつ主体的な取組」を「国及び地方公共団体は

これを尊重する」とこが定められている．また第 4 条では，「国及

び地方公共団体」は，「青少年が安全に安心してインターネットを

利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施

する責務を有する」ことが定められている．さらに第 13 条では，

インターネットの適切な利用に関する教育の推進として，「国及び

地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力

を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育

におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要

な施策を講ずるものとする」ことが規定されている．これらのこ

とから関係者の一員として政府機関および地方自治体があげられ
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る． 

8) 第 16 条では民間の関係者を「青少年のインターネットの利用

に関係する事業を行う者」としており，民間企業としては，イン

ターネット関連企業等が該当することが理解できる． 

9) 第 16 条に記載されている「その他の関係者」として内閣府，

総務省，経済産業(2009)では，保護者および教育者が該当すること

を指摘している． 

10) 広報的な啓発活動としては，啓発ポスターの掲示，web ペー

ジでの情報提供，キャンペーンやイベントの実施などがあげられ

る． 
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